
オフィスリンク＋(Phone Appli for オフィスリンク)サービス利用規約 

 

第 1 条 （目的） 

NTT ドコモビジネス株式会社（以下「当社」という）は、オフィスリンク＋(Phone Appli for 

オフィスリンク)（以下「本サービス」という）の提供のため本サービス利用規約（以下「本

規約」という）を定め、当社と契約者との間に当社の「ビジネスプラス利用規約」（以下「ビ

ジネスプラス利用規約」という）に基づく契約が成立していることを前提として、本規約に

基づき契約者に対し、本サービスの提供を行う。当社は、株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ

によるサービスを利用して第 5条に定めるサービスを提供する。 

なお、本規約とビジネスプラス利用規約に異なる定めがある場合は、本規約が優先される。 

第 2条（定義） 

本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。 

1. 「利用契約」とは、当社から本サービスの提供を受けるために締結される契約をい

う。 

2. 「契約者」とは、当社と利用契約を締結している者をいう。 

3. 「利用者」とは、本サービスの利用に際し、本規約に基づき契約者が本サービスの

利用を認めた第三者をいう。 

第 3条（規約の適用範囲） 

本規約は契約者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるものとする。 

第 4条（規約の公表及び変更） 

当社は、当社の Web サイト（https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）におい

て、本規約を公表する。また、本規約を必要に応じて民法第 548 条の４（定型約款の変更）

に基づき変更することができる。変更した場合、変更後の利用規約は本サービスのホームペ

ージで公表する。 

2．本規約の変更を行う場合は、当該変更後の本規約の内容及びその効力発生時期の通知を

次のいずれかの方法で行うことができるものとする。 

1. 当社の Web サイト（https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff/）又は本

サービスの Web サイトへの掲載。この場合、掲載された時をもって契約者に対する

通知が完了したものとみなす。 

2. その他、当社が適切と判断する方法。この場合は、当該通知の中で当社が指定した

時をもって、契約者に対する通知が完了したものとみなす。 

3. 本規約の変更の効力が発生した後、民法第 548 条の４第 1項各号の場合のほか、契

約者が、特段の申し出無く、本サービスを利用したとき、利用料金を支払ったと

き、その他変更に特段の意義なく承諾したものと当社が判断したときは、かかる変

更に同意したものとみなし、変更後の規約によるものとする。 

第 5条（本サービスの内容） 



当社が契約者及び利用者に対し提供する本サービスの内容は、次の各号の通りとする。 

①クラウド上で連絡先情報を Web 電話帳として共有することを可能とする。 

②連絡先情報に加え「名刺管理」も可能とする(名刺取込み機能も含む)。 

③着信通知機能を可能とする。 

④当社及び株式会社 Phone Appli のアプリケーション等を通じた、その他各種付加サー

ビスを提供する。なお、第 29 条（付加サービス）以外では、明示的に除外されない限

り、本規約において「本サービス」は付加サービスを含むものとする。 

2．契約者及び利用者は、本サービスの利用に際し、本規約に定めるところを遵守しなけれ

ばならない。また、契約者は利用者に本規約を遵守させなければならない。 

3．当社は、当社の責任により契約者の事前の承諾なくして本サービスにかかる業務の一部

又は全部を第三者に委託することが出来るものとする。ただし、その場合、当社は責任をも

って委託先を管理するものとする。 

第 6条（本サービスの範囲） 

次の各号のいずれかに該当する事項は、当社の提供する本サービスには含まれず、契約者が

その責任と負担において処理ないし対応するものとし、当社は、当社の契約約款等に特段の

規定がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。 

①当社が本サービスを運用しているシステム（以下「本システム」という）以外のコ

ンピュータ端末、通信機器、通信回線その他ネットワーク設備（本システムに直接又

は間接的に接続されるインターネットを構成するもの）の維持・管理 

②次の各事由による本サービスの中断・障害からの復旧 

ａ．前号に定める機器・設備に起因する事由 

ｂ．契約者又は利用者による本サービスの不適切な使用、その他契約者又は利用者の

責に帰すべき事由 

ｃ．第三者の故意又は過失 

ｄ．停電、火災、地震、労働争議等の契約者、当社いずれの責にも帰しがたい事由 

③本サービスに関する利用者からの問合せ、請求等の対応 

④前３号の他、本規約で当社の責任と明記されていない事項 

第 7条（アカウントの管理責任） 

契約者は、利用者が本システムにアクセスするためのＩＤ及びパスワード等（以下「ID等」

という）を自己の責任において管理するものとし、その漏洩、使用上の誤り又は第三者（利

用者を含むものとし、以下本条において同じ。）による不正使用等により損害が生じても、

当社は一切責任を負わないものとする。 

2. 契約者に割り当てられた ID等を用いて第三者が行った本サービスの利用は、当該 ID等

の管理に関する契約者の過失の有無を問わず、契約者による利用とみなす。 

3．契約者は、ＩＤ又はパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により、

当社に損害が生じた場合、これによって生じた一切の損害を賠償する責を負う。 



4. 契約者は、ＩＤ又はパスワードの漏洩、使用上の誤り、第三者による不正使用等により

第三者に損害が生じた場合には、契約者の責任と負担においてかかる損害の賠償をするも

のとし、当社に一切の負担をかけないものとする。 

第 8条（禁止行為） 

契約者及び利用者は、本サービスを利用して以下の行為をしてはならない。 

①法令に違反する行為又はそのおそれがある行為 

②公序良俗に反する行為 

③他の契約者の利用を妨害する行為又はそのおそれがある行為 

④本サービスを構成するハードウェア（クラウド基盤）又はソフトウェアへの不正ア

クセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為 

⑤本サービスの提供を妨害する行為又はそのおそれがある行為 

⑥本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアアリングその他ソ

ースコードを入手しようとする行為 

⑦他人のユーザ IDを使用する行為又はその入手を試みる行為 

⑧他の契約者のデータを閲覧、変更、改ざんする行為又はそのおそれがある行為 

⑨本サービスに個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57

号）及び番号法（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する

法律（平成 25年法律第 27 号））に定める要配慮個人情報（第 12条第 4項及び第 6項

の EEA 個人データ及び UK個人データについては、GDPR 及び UK GDPR 第 9 条の特別な種

類の個人データを含む）、個人番号（マイナンバー）を登録する行為 

⑩利用料金の支払いを不当に免れる態様で、契約ＩＤ数等の変更を行う行為 

⑪前各号に類する行為 

2．契約者又は利用者が前項の定めに違反したと当社が判断した場合、当社は契約者に対し

て当該行為の中止を求めることができ、契約者がこれに応じないときは、当社は、直ちに契

約者に対する本サービスの提供を取りやめることができる。また、当社は、緊急の必要があ

る場合、事前に是正を求めることなく当該契約者又は利用者へのサービス提供を停止する

ことができる。 

第 9条（本サービスの利用に関する責任） 

契約者は、本サービスの利用及び本サービス内における一切の行為（情報の登録、閲覧、削

除、送信等）及びその結果について一切の責任を負う。 

2．契約者又は利用者による本サービスの利用に関して、利用者又は第三者から当社に対し

てクレーム又は請求があった場合、契約者がその責任と負担において当該クレーム又は請

求に対応しその解決にあたるものとする。当該クレーム又は請求によって当社が損害（相当

な弁護士費用を含む。）を被った場合、契約者は当該損害を賠償するものとする。 

3．契約者は本サービスを利用に関連して入力、提供、又は伝送するデータ等について、必

要な情報は自己の責任において保全するものとする。なお、当社は、契約者が利用する情報



に関して、本サービスを提供するクラウド基盤の障害等により滅失した場合に、その情報を

復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管するが、復元の義務を負うものではない。 

4．当社は、本サービスを構成するソフトウェアに瑕疵がないこと、障害が発生しないこと、

及び悪意ある者により契約者又は利用者の送信した情報が破壊・漏えいされないことなど、

契約者又は利用者が本サービスの利用によって不利益を受けないことを保証するものでは

なく、契約者及び利用者は、これを承知の上自らの判断で本サービスを利用するものとする。 

5．契約者は本サービスの利用における利用者の一切の行為について当社に対し直接責任を

負うものとする。 

6．第２項ないし第４項により当社が取った措置により契約者又は利用者に損害が生じた場

合であっても、当社はその賠償の責任を一切負わない。ただし、当社は、第 4 項の情報漏え

いが当社の故意・重過失による場合は第 20条第 3項の賠償責任を負う。 

第 10 条（契約者の担当者の業務） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、担当者を選定し、当該担当者名及びメールアドレス

を当社へ通知するものとする。 

2．前項に定める担当者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。 

①本サービスに関する契約者と当社との間の通知の授受及び必要な協議等の実施。 

②本サービスの適切な利用を図るため、契約者の社内における関係者及び利用者への

必要な指示等の実施。 

③前各号に定めるほか、契約者と当社との間で別途合意する事項。 

第 11 条（秘密保持） 

当社及び契約者は、本サービスの利用により知り得た相手方の販売上、技術上又はその他の

業務上の秘密（利用契約の内容等を含む）を本サービス利用のためにのみ使用するものとし、

相手方の承諾なしに第三者（利用者を含む）に公表し又は漏洩しないものとする。ただし、

法令により情報の開示を求められた場合は、相手方に書面による通知のうえ、法令の定めに

従うことができるものとする。 

2．以下の各号に定める情報は本条の秘密に該当しないものとする。 

①既に公知の情報及び開示後契約者の責めによらず公知となった情報 

②本サービスにより知り得た以前から保有していた情報 

③本サービスにより知り得た情報に依存せずに独自に開発・発見した情報 

④正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

3．本条の規定は、利用契約の終了後も３年間効力を有するものとする。 

第 12 条（個人情報の取り扱い） 

当社は、本サービスの提供にあたり、当社が取得する本サービス契約者に係る個人情報（以

下、本条において「契約者個人情報」といいます。）の取扱いについては、当社のプライバ

シーポリシー(https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html)及びサービス提供を行う

拠点の準拠法の定めるところによるものとする。 



2．当社は、当社が保有している契約者個人情報について本サービス契約者から開示の請求

があったときは、原則として開示するものとする。 

3．本サービス契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示（該当契約者個人情報が存

在しない場合に、その旨を知らせることを含みます。）を受けたときは、当社が別に定める

手数料の支払いを要するものとする。 

4．欧州経済地域の個人情報を含む本サービス契約者データ（以下、「EEA 個人データ」とい

います。）の処理又は再処理を当社が行う場合、別表１に掲載する EEA 一般データ保護規則

条件が適用されるものとする。 

5．本サービスの利用による EEA 個人データの欧州経済地域から日本への移転は、GDPR 第 45

条に基づく十分性認定に依拠して行うものとする。 

6. グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国（以下、「UK」といいます。）の個人

情報を含む契約者データ（以下、「UK 個人データ」といいます。）の処理または再処理を

当社が行う場合、別表２UK 一般データ保護規則条件が適用されるものとする。 

7. 本サービスの利用による UK個人データの UK から日本への移転は、UK GDPR 第 45 条に基

づく十分性認定に依拠して行うものとする。 

第 13 条 (契約者に対する通知) 

契約者に対する通知は、当社の判断により、次のいずれかの方法で行うことができるものと

する。 

(1) 当社のＷｅｂサイトに掲載して行う。この場合は、掲載された時をもって、契約者に対

する通知が完了したものとする。 

(2)契約者が本サービスの申込みの際又はその後に当社に届け出た契約者の電子メールア

ドレス宛に電子メールを送信して行う。この場合は、当社が送信した時をもって、契約者に

対する通知が完了したものとする。 

(3) その他、当社が適切と判断する方法で行う。この場合は、当該通知の中で当社が指定し

た時をもって、契約者に対する通知が完了したものとする。 

第 14 条（知的財産権の帰属） 

本システム及び本サービスの実施環境を構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サー

ビス、手続き、商標、商号等にかかる著作権、産業財産権その他一切の知的財産権は、当社

又はその他の正当な権利者に帰属しており、契約者及び利用者に譲渡するものではなく、ま

た、本規約に定める以上に契約者及び利用者に対し使用許諾等するものではない。 

２ 契約者は、本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物（本規約、インタ

フェース条件資料、各種ソフトウェア、取扱マニュアル等を含みます。）を以下のとおり取

り扱うものとする。 

（1）本サービスの利用目的以外に使用しないこと。 

（2） 複製、改変、編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又

逆アセンブルを行わないこと。 



（3） 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。 

（4） 当社又は当社の指定する者が表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。 

３ 本条の規定は、本規約に基づく当社と契約者の契約の終了後も効力を有するものとし

ます。 

第 15 条（障害発生確認時の対応） 

契約者は、本サービスに関して、何らかの不具合、故障等を発見した場合は、速やかに当社

にその旨を連絡するものとする。不具合が発生した場合は、契約者は、必要に応じて、当社

の障害切り分け等の依頼に協力するものとする。 

2．当社は、障害情報につき当社所定の WEB サイトにて周知する。 

第 16 条（本サービス提供の一時停止） 

当社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に（緊急の場合は事

後に）通知し、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止できるものとする。 

①定期的に又は緊急に本システムの保守点検等の作業を行う場合 

②本システムに故障等が生じた場合 

③停電、火災、地震、労働争議その他当社の責に帰すべからざる事由により本サービ

スの提供が困難な場合 

④前各号の他、本システムの運用上又は技術上の相当な理由がある場合 

2．前項により本サービスの提供を一時停止したことにより契約者又は利用者に損害が生じ

た場合、当社はその賠償の責任を一切負わない。 

第 17 条（当社による本サービス提供の取りやめ） 

当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、事前に催告等することなく

して、本サービスの全部又は一部の提供を取りやめることができる。 

① a.契約者が手形又は小切手の不渡りにより取引停止処分を受けた場合 

b.契約者に対し、差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があった場合 

c.契約者が租税滞納処分を受けた場合 

d.契約者に破産、会社更生、民事再生、もしくは特別清算の開始申立があった場合 

e.解散により清算手続が開始された場合 

f.営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合 

g.その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

②契約者又は利用者が本サービスの運営を妨害し又は当社もしくは第三者の名誉信用

を毀損した場合 

③利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場

合 

④契約者が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合 

⑤契約者又は利用者に本規約の遵守が困難となる事由が生じた場合 

⑥契約者又は利用者が反社会的活動を行う団体又はそれらと関連のある団体であるこ



とが明らかになった場合 

⑦契約者又は利用者が営利目的の有無を問わず、利用契約上の権利義務の全部又は一

部を第三者に貸与・譲渡・担保設定等した場合 

⑧その他本規約等の規定に違反した場合 

2．前項に基づき当社が本サービスの提供を取りやめたことにより契約者又は利用者に損害

が生じたとしても、当社はその賠償の責任を一切負わない。 

第 18 条（本サービス提供の終了） 

当社は、理由の如何にかかわらず、契約者に対して事前に通知することにより、本サービス

の提供を終了することができる。 

2．前項に基づき本条により本サービスの提供が終了したことにより契約者又は利用者に損

害が生じたとしても、当社はそれについて一切の責任を負わないものとする。 

第 19 条（本サービス提供終了時の処理） 

当社が本サービスの提供を取りやめ又は本サービスの提供を終了した場合、以後契約者及

び利用者は本サービスを一切使用できなくなるものとし、当社から提供された一切の物品

及びデータを直ちに当社に返還するか又は当社の指示に従って廃棄する。 

2．当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービスに登録され

ているデータ等は全て当社の責任において削除できるものとする。なお、かかる削除は利用

契約終了後 1カ月以内に当社が行うものとするが、利用者と協議の上、削除する日を別途設

定することもできる。 

第 20 条（損害賠償） 

契約者が、本規約の違反その他契約者の責めに帰すべき事由により当社に損害を与えた場

合、契約者は、当該損害契約者が本サービスの利用により第三者（利用者を含む。）に対し

損害を与えた場合、契約者は自らの責任と負担においてこれを解決し、当社にいかなる責任

も負担させないものとする。 

2．当社は、本サービスの利用により生じる結果について、契約者その他いかなる者に対し

ても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムへの侵入、商取引上の紛争、そ

の他の原因を問わず、何らの責任も負担しないものとする。 

3．当社が契約者に対し負う損害賠償責任は、ビジネスプラス利用規約に定めるものとする。

なお、株式会社 Phone Appli 提供のアプリケーションに起因する不具合により契約者が本

サービスを利用できない場合には、ビジネスプラス利用規約第 20 条第 1項の規定は適用さ

れないものとする。 

4. この規約に定める免責に関する事項は、この規約の準拠法で強行規定として定められる、

法的に免責又は制限できない範囲を免責することまでを目的とはしていない。そのため、準

拠法の強行規定の定めを超える免責事項がこの規約に含まれる場合には、準拠法にて許容

される最大限の範囲にて当社は免責される。 

第 21 条（データ等の取り扱い） 



第 20条（損害賠償）の規定にかかわらず、当社は、当社の電気通信設備に保存されたデー

タが、滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利

用目的以外に使用された場合には、これにより契約者又は第三者に発生した直接又は間接

の損害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとする。 

第 22 条（データ等の利用）  

当社は当社の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維

持運営のため、当社の電気通信設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することが

ある。 

第 23 条（データ等の削除）  

第 21 条（データ等の取り扱い）に規定するほか、当社は、第 17条（当社による本サービス

提供の取りやめ）、又は第 18 条（本サービス提供の終了）があったときは、当社の電気通信

設備に保存されているデータを削除する。この場合において、当社は、契約者又は第三者に

発生した直接又は間接の損害について責任を負わないものとする。 

第 24 条（再度の利用契約締結時の対応） 

利用契約の終了後に、契約者が再度利用契約の締結を希望し、新たに利用契約を締結した場

合であっても、当社はデータの復活又は継続利用の保証は行わないものとする。 

第 25 条 (承諾の限界) 

当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に

困難なとき又は保守することが著しく困難である等本サービスに係る当社の業務の遂行上

支障があるときは、その請求を承諾しないことがある。この場合においては、その理由をそ

の請求をした者に通知する。 

ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。 

第 26 条（譲渡等の制限） 

契約者は、利用契約及び本規約に基づき本サービスを利用する権利またはこれらに基づき

負担する義務の全部又は一部を第三者に貸与し、譲渡し又は担保の用に供すること等を行

うことができないものとする。 

第 27 条（反社会的勢力の排除） 

契約者（サービス利用申込者を含む）及び当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準

ずる反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しない

ことを確約する。 

2．契約者（サービス利用申込者を含む）及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的

な要求行為、法的責任を超えた不当要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行

為、風説・偽計・威力を用いて会社の信用を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、反社会

的勢力の活動を助長し又はその運営に資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他こ

れらに準ずる行為を行わないことを確約する。 



3．契約者（サービス利用申込者を含む）及び当社は相手方が前２項の該当性判断のために

調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなけ

ればならない。 

4．契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、別段の催告を要せず、本サ

ービス利用契約を解除することができる。 

①第 1項に該当する場合 

②第 2項に該当する場合 

③第 1項及の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合 

5．契約者及び当社は、前項に基づき契約を解除した場合、解除した者はこれによる相手方

に対する損害賠償責任を負わず、相手方に対する損害賠償請求をすることができる。 

第 28 条（紛争の解決） 

本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもっ

て協議し、できる限り円満に解決するものとする。 

2．本規約に関する準拠法は、日本国法とする。 

3．本規約及び本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

第 29 条（付加サービス） 

当社は、本サービスのオプションとして、契約者からの申し込みがあった場合、次の各号の

付加サービスを提供する。 

①AzureAD 連携・・・当社は、AzureAD と本サービスの ID情報及び「社内連絡先」デ

ータとの連携を提供いたします。 

（１）本付加サービスで利用する AzureAD 環境は契約者が用意し、自らの責任で運用

するものとする。 

（２）契約者の管理者は、マニュアルに基づき、所定の AzureAD 連携可能なデータ項

目の中から連携するデータ項目を選択する等の設定を行い、AzureAD から ID 情報及び

「社内連絡先」へのデータ連携を自ら行うものとする。 

（３）第 6条に定める本サービスの範囲外を原因とする場合、又は契約者の管理者の

設定ミス、マイクロソフト社の Azure サービスもしくは契約者の AzureAD 環境の不具

合等による場合、当社はかかる不具合等に関し、何らの責任も負わないものとする。 

（４）契約者の管理者が自ら設定を行い得ない場合、別途協議の上、当社が契約者か

ら設定等を有償にて受託することもできる。                          

②居場所わかるくん・・・当社は、ビーコン又は無線アクセスポイントを用いて、ID

情報に登録されたビーコンタグ及び MAC アドレスを持つ機器の位置情報（契約者の管

理者が登録したエリア・部屋名を含む）の表示や登録されたフロアマップ該当箇所へ

の表示機能を提供いたします。 

（１）本付加サービスで利用するフロアマップ、ビーコン、ビーコンタグ及び無線ア



クセスポイント等（位置情報を測定するシステム・サービスを含むが、「EXBeacon」を

用いる場合にタグ番号と位置情報を収集するサーバは含まない）は契約者が用意し、

自らの責任で適切に設置・設定・管理するものとする。 

（２）当社は、本付加サービスで表示される位置情報に関する処理速度・精度等を一

切保証しないものとする。 

（３）フロアマップ、ビーコン、無線アクセスポイントの設定、設置、当該機器（位

置情報を測定するシステム・サービスを含む）の不具合及び電波状況などによる、表

示の有無の誤り、位置情報の精度等に関して、当社は何らの責任も負わないものとす

る。 

（４）契約者の管理者が自ら設定を行い得ない場合、別途協議の上、当社が契約者か

ら設定等を有償にて受託することもできる。 

③名刺入力サービス・・・当社は、機械印字方式の名刺画像データを、再委託先にて

個人が特定できないような形式で分割し、その分割された画像データを再委託先のオ

ペレーターが読み取り、入力した結果を既定の OCR による文字化する方法にかえて、

本サービス上に登録する機能を提供する。 

（１）本付加サービスを利用される場合、再委託先に対して名刺画像データが委託業

務の遂行に必要な限りで受け渡される。 

（２）当社は、本付加サービスにおいて、名刺の読み取り及び入力結果反映につき、

読み取り・入力項目、処理品質、処理速度等を一切保証しないものとする。 

（３）当社は、本付加サービスの提供に関して、当社の責任において再委託先に委託

するものとする。 

④その他付加サービス・・・当社は、他社サービスとの連携機能その他の付加サービ

スを提供するものとし、付加サービスごとに別途利用条件や提供条件などを定めるも

のとする。ただし、かかる別途の定めなく、契約者が他社ソフトウェア・サービス

（以下「他社サービス等」）との連携機能を利用する場合は、以下の条件を了承したう

えで利用するものとみなす。契約者は、本サービスの連携対象となる他社サービス等

を自ら契約又はインストール等をしたうえで、連携可能なデータ項目の中から連携す

るデータ項目の選択及び必要な連携 API の設定等を行い、自らの責任で他社サービス

等との各種データ連携させることができる。この連携を行った場合、契約者は、当社

および当該他社サービス等提供者が、当該他社サービス等と本サービスとの相互運用

に必要なデータにアクセスできることを認めることとする。当社は、他社サービス等

との連携に起因する本サービス内データ及び他社サービス等内データの開示、改変も

しくは消去ならびに連携設定のミス又は他社サービス等もしくはお客様の他社サービ

ス等の利用環境の不具合等による不具合ついて何ら責任を負わないものとする。な

お、契約者が自ら連携の設定を行うことができない場合、別途協議の上、当社が契約

者から設定等を有償にて受託することができるが、その場合においても連携に起因す



る不具合等について何らの責任も負わないものとする。 

2．当社は、次の各号の場合は付加サービスの提供を行わない。 

①付加サービスを提供することが技術上著しく困難なとき 

②付加サービスを提供することに法令上の疑義が生じたとき 

③付加サービスの提供を申し込んだ契約者が付加サービスの利用料の支払いを現に怠

り又は怠る恐れがあるとき 

④第 8条により契約者が本サービスの利用を停止されている又は本サービスを解除さ

れたことがあるとき 

⑤付加サービスの提供を申し込んだ契約者が、虚偽の内容を含む申し込みを行ったと

き 

⑥その他当社の本サービスにかかる業務の遂行上著しい支障があるとき 

3．当社は、次の場合には付加サービスを廃止します。 

①本サービスの契約者から付加サービスの廃止の申し出があった場合 

②その他付加サービスの提供を受けている本サービス契約の解除があったとき 

③付加サービスを提供することが技術上著しく困難となったとき 

第 30 条（契約の成立） 

利用契約の成立については、ビジネスプラス利用規約に定めるものとする。 

第 31 条（サービス利用料） 

本サービスの利用料については、ビジネスプラス利用規約に定めるものとする。 

第 32 条（契約期間） 

本サービス利用契約の契約期間は、ビジネスプラス利用規約に定めるものとする。 

第 33 条（特約） 

この規約の一部条項について特約をした場合については、当該条項の定めにかかわらず、そ

の特約事項を適用することとする。 

 

別記 

１．本サービス利用契約に係るアプリケーションの利用条件 

（1） 本サービスの利用に際して、本サービス用アプリケーションを利用する場合は、株

式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ提供のアプリケーションを利用することする。利用に際

しては、株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉの定める『オフィスリンク＋(Phone Appli 

for オフィスリンク)用アプリケーションソフトウェア利用規約』に定めるところに従

うものとする。 

  株 式 会 社 Ｐ ｈ ｏ ｎ ｅ  Ａ ｐ ｐ ｌ ｉ の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://phoneappli.net/product/agreement/phoneappli-for-officelink/）に利用

規約を公表することとする。 

（2）株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ提供のアプリケーション利用に関する損害賠償に



ついては、株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉの定めるところに従うものとする。 

 

別表１ 

 

EEA 一般データ保護規則条件 

 

本 EEA 一般データ保護規則条件（以下、「本条件」といいます）において、本サービスの提

供における本サービス契約者および当社の間で行われるデータ処理に関して、両当事者の

義務を定めます。なお、本条件は、本サービス契約者が個人データの管理者であり、当社が

処理者の場合に適用されるものとします。 

 

第1章. 定義 

 

本条件において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。なお、本規約にお

いて定義され、使用されているすべての用語は、別段の定めがない限り、本条件において同

様の意味を有します。 

 

「関連会社」とは、ある事業体との関係で、当該事業体に支配されるか、当該事業体を支配

するか、当該事業体と共通の支配下にある他の事業体をいいます。 

 

「支配」とは、ある事業体の経営及び方針を、議決権又は契約等により、指示する権能をい

います。 

 

「（データ）管理者」とは、単独で又は共同して個人データの処理の目的および手段を決定

する者をいいます。 

 

「本サービス契約者データ」とは、本サービス契約者が本サービスの利用に際し、当社の電

気通信設備上にアップロード・保管する全ての EEA 個人データであり、本サービス契約者の

従業員、委託先、協力者および顧客などの氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、

組織情報等を含みます。 

 

「データ保護影響評価（Data Protection Impact Assessments）」および「データ主体(Data 

Subject)」とは、GDPR に定める意味を有します。 

 

「データ保護法」とは、GDPR を含む欧州連合又は加盟国の個人情報の保護に関する法令を

いいます。 



 

「EEA」とは、欧州経済領域をいいます。 

 

「エンドユーザ」とは、本サービス契約者を通じて本サービスを使用するか、本サービス契

約者に対して提供された本サービスにアクセスする者をいいます。 

 

「GDPR」とは、個人情報の処理とデータの自由な移転に関して個人を保護する目的で 2016

年 4月 27 日に欧州議会および作業部会により制定された規則（EU）2016/679 であり、EU デ

ータ保護指令（95/46/EC）を引き継ぐものをいいます。 

 

「個人データ」とは、名前、職務、肩書、連絡先（email アドレス及び住所を含む。）などの

識別子を参照することによって直接的又は間接的に特定することができる、識別された、又

は識別され得る自然人に関する全ての情報をいいます。 

 

「処理」又は「処理する」とは、取得、記録、編集、構造化、保存、修正又は変更、復旧、

参照、利用、移転による開示、周知又はその他周知を可能なものにすること、整列又は結合、

制限、消去又は破壊することなど、自動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データ又

は個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいいます。 

 

「（データ）処理者」とは、管理者のために、個人データを処理する者をいいます。 

 

「セキュリティインシデント」とは、当社が保持する暗号化されていない個人データの不適

切又は不正な取得を誘発し、個人データのセキュリティ又は機密性を危険にさらす可能性

が高いインシデントをいいます。 

 

「再委託先」とは、当社が個人データの処理を委託する、当社の直接支配下にない他の処理

者をいいます。 

 

 

第2章. 当社が行う個人データの処理に関する条件 

 

1.処理の目的 

 

当社は本条件に基づき個人データを処理する場合においては、データ保護法を遵守するも

のします。当社は、本サービス契約に定められた当社の電気通信設備の利用、ヘルプデスク、

メンテナンスサービスの提供を含む本サービスの提供に必要な範囲で本サービス契約者の



指示によってのみ、個人データを処理するものとします。当社は本サービス契約者が提供す

る個人データの内容を把握しておりません。 

 

2.当社のデータ保護義務 

 

2.1 データ処理者として、当社は以下の義務を遵守します。 

 

2.1.1 本サービス契約者からの書面による指示（書面によるか電磁的方法によるかを問い

ません。）に基づいてのみ個人データを処理又は移転します。 

 

2.1.2 本サービス契約者に要求された場合においては、データ保護法に定められた本サー

ビス契約者自身が負う以下の義務を果たすために十分な支援を行います。 

（i）処理のセキュリティを確保するために必要な技術的組織的安全管理措置を行うこと。 

（ii）求められた場合においては、個人データの違反に関する当局への通知、及び個人デー

タに関係するデータ主体への通知を行うこと。 

（iii）データ保護影響評価を行い、当局へ報告すること。 

本サービス契約者は当社が上記を実施するためにかかる合理的な費用を負担するものとし

ます。 

 

2.2 当社は、従業員又は代理人又はその他個人データを処理するものが、機密を遵守し、

機密情報に関する適切な法令義務を負うことを保証します。 

 

2.3 本サービス契約における個人データの処理の性質を考慮し、当社は可能な限り適切な

技術的組織的安全管理措置により、本サービス契約者がデータ保護法における権利を行使

するデータ主体の要求にこたえるための支援を行うものとします。本サービス契約者は支

援にかかる合理的な費用を負担するものとします。 

 

3.  当社のデータセキュリティに関する義務 

 

3.1 当社は個人データの処理において、生じうるリスク（偶発的又は違法な破壊、毀損、

改ざん、転送・保管・処理される個人情報の不正な開示又はアクセス）に見合った適切な技

術的組織的対策を実施コストやサービスの本質を考慮した上で実施します。技術的組織的

対策には以下の内容を含みます。 

 

3.1.1 必要かつ適切な場合においては、個人データの仮名化及び暗号化 

3.1.2 現行の機密性、完全性、可用性並びに当社の電気通信設備及び本サービスの復旧を



確実にする能力。 

3.1.3 物理的又は技術的事故の場合においては、時宜を得た方法で可用性を復旧し、個人

データにアクセスする能力。 

3.1.4 取扱いの安全を確実にするため技術的組織的対策の効果を定期的に点検、審査及び

評価するプロセス。 

3.1.5 その他、データ保護法を順守するために必要な措置。 

3.2 当社は個人データに関するセキュリティインシデントを把握した場合においては、す

みやかに本サービス契約者に通知を行います。 

 

4. 契約終了時の個人データの取扱い 

 

本規約又は法令等において定めがない限り、本サービスの終了に伴い、当社が保管する個人

データを削除します。 

 

5. 個人データの EEA 域外移転 

 

本章第 5条および第 6条 3項は個人データの EEA域外への保管・EEA 域外からのアクセスが

ある場合に適用されます。 

 

本章第 6 条に関わらず、本サービスの利用による EEA 個人データの欧州経済地域から日本

への移転は、GDPR 第 45 条に基づく十分性認定に依拠して行うものとします。 

 

6. 再委託先の利用 

 

6.1 当社が個人データを取り扱う再委託先を追加することに対し、本サービス契約者は合

意するとともに、必要に応じてエンドユーザーの合意を取得します。当社はすべての再委託

先のリストを維持し、別表 1-1 で開示します。当社は新しい再委託先を追加する予定がある

場合においては、別表 1-1 に新しい再委託先との契約の有効日を示します。本サービス契約

者はリストを定期的に確認し、新しい再委託先の追加に関して異議がある場合においては、

適切な期間内（遅くともリストの最終更新日から 30 日以内）に、サービス提供に関わる新

しい再委託先が個人データの保護又は個人データ保護の要求を遵守する能力に関して、正

当な理由がある場合に異議を唱えることができます。異議が合理的な理由に基づく場合に

おいては、本サービス契約者及び当社は異議に関する解決に向けて誠意をもって協議を行

います。 

6.2 当社は個人データの処理に関し、個人データを処理する再委託先と書面による契約又

は EEA の法律に基づいた手段を有していることを保証します。当該契約又はかかる手段は、



本条件の第 2 章に定められた処理者に課せられるデータ保護に関する義務と同等の条件を

再委託先に課すものとし、再委託先が適切な技術的組織的安全措置を講じることを保証し

ます。 

6.3 当社が本サービス及び本規約基づきストレージ、ヘルプデスク、メンテナンスサービ

ス、又はその他のサービスを提供するために再委託先を利用する場合で、その再委託先が欧

州委員会が保護に関して十分なレベルの保証をしている旨を決定していない EEA 域外の地

域に位置する場合、本サービス契約者（本サービス契約者自身又は管理者である本サービス

契約者の関連会社、エンドユーザ又は顧客）は、当社が個人情報保護法第 24 条に準拠して

EEA 個人データを再委託先に取り扱わせることに合意します。 

 

7 監査と情報 

 

7.1 本サービス契約者は当社及び関連会社、又はそのいずれか一方（又は、当社及び関連

会社、又はそのいずれか一方が選んだ第三者監査人）に、当社が GDPR 第 28 条に定められた

当社の義務を遵守していることを証明するための監査を実施することを委任します。本サ

ービス契約者の求めに応じて、当社及び関連会社は、監査を実施したことを書面により（当

社又は第三者を通して）証明します。かかる監査は本章第 3条に定めた技術的組織的安全措

置の検査を含みます。 

7.2 本サービス契約者は監査に関する全ての費用を負担するものとします。 

7.3 当社は、本サービス契約者に代わって行った処理について以下の項目を含む記録（書

面によるか電磁的方法によるかを問いません）を保持します。 

7.3.1 当社と本サービス契約者の氏名および連絡先情報、（選任されている場合において

は）データ保護責任者 

7.3.2 （該当する場合においては）個人データの第三国への移転情報 

7.3.3 可能であれば、処理のセキュリティを担保するための技術的組織的安全管理措置の

概要 

 

8 損害賠償 

 

8.1 本サービス契約者は、全てのデータ保護法に準拠し、関連会社及び顧客から、本条件

に定める必要な許可及び委任（当社が本章第 6.3 条に定める再委託先と締結する標準契約

条項（処理者）に署名することを含みます）に関する権限を受けていることを保証します。 

8.2 当社は本章に定める義務を遂行するため合理的な努力をします。当社は本サービス契

約者が被った損害について以下の場合を除き責任を負わないものとします。 

(i)個人データの処理における当社の故意・重過失による場合 

(ii)本サービス契約者の合法的な指示に基づかない、又は反する行為によって当社がデー



タ保護法に違反した場合 

(iii)その他法令上、除外することのできない責任 

 

第 3 章 一般条項 

 

1.本サービス契約者の責任 

本サービス契約者が本条件又はデータ保護法に違反したことに起因して発生した第三者

（データ主体及び監督当局を含みます。）からのクレームに関しては、本サービス契約者が

責任を負うものとし、当社に対して補償し、当社が損害を被らないよう保護するものとしま

す。 

2.期間と契約終了 

本条件は本サービス提供期間と同じ期間有効です。 

 

3 準拠法 

3.1 本条件は日本法に準拠します。 

3.2 本サービス契約者及び当社は、本条件に関して生じた全ての紛争は専属的な管轄権を

有する東京地方裁判所に付すことにします。 

 

別表１－１：再委託先リスト 

・ＮＴＴドコモビジネスチェオ株式会社 

・株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ 

  



別表２ 

UK 一般データ保護規則条件 

 

本 UK 一般データ保護規則条件（以下、「本条件」といいます）において、本サービスの提供

における本サービス契約者および当社の間で行われるデータ処理に関して、両当事者の義

務を定めます。なお、本条件は、本サービス契約者が個人データの管理者であり、当社が処

理者の場合に適用されるものとします。 

 

第 1 章. 定義 

 

本条件において使用される以下の用語は、以下に定める意味を有します。なお、本サービス

利用規約において定義され、使用されているすべての用語は、別段の定めがない限り、本条

件において同様の意味を有します。 

 

「関連会社」とは、ある事業体との関係で、当該事業体に支配されるか、当該事業体を支配

するか、当該事業体と共通の支配下にある他の事業体をいいます。 

 

「支配」とは、ある事業体の経営及び方針を、議決権又は契約等により、指示する権能をい

います。 

 

「（データ）管理者」とは、単独で又は共同して個人データの処理の目的および手段を決定

する者をいいます。 

 

「本サービス契約者データ」とは、本サービス契約者が本サービスの利用に際し、当社の電

気通信設備上にアップロード・保管する全ての UK個人データであり、本サービス契約者の

従業員、委託先、協力者および顧客などの氏名、住所、メールアドレス、電話番号、役職、

組織情報等を含みます。 

 

「データ保護影響評価（Data Protection Impact Assessments）」および「データ主体(Data 

Subject)」とは、UK GDPR に定める意味を有します。 

 

「データ保護法」とは、UK GDPR を含む UK の個人情報の保護に関する法令をいいます。 

 

「UK」とは、グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国（United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland）をいいます。 

 



「エンドユーザ」とは、本サービス契約者を通じて本サービスを使用するか、本サービス契

約者に対して提供された本サービスにアクセスする者をいいます。 

 

「UK GDPR」とは、個人情報の処理とデータの自由な移転に関して個人を保護する目的で2016

年 4月 27 日に欧州議会および作業部会により制定された規則（EU）2016/679 が、the Data 

Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc) (EU Exit) 

Regulations 2019 (as amended by the Data Protection, Privacy and Electronic 

Communications (Amendments etc)(EU Exit) Regulations 2020 によって、UK 国内法化さ

れたものをいいます。 

 

「個人データ」とは、名前、職務、肩書、連絡先（email アドレス及び住所を含む。）などの

識別子を参照することによって直接的又は間接的に特定することができる、識別された、又

は識別され得る自然人に関する全ての情報をいいます。 

 

「処理」又は「処理する」とは、取得、記録、編集、構造化、保存、修正又は変更、復旧、

参照、利用、移転による開示、周知又はその他周知を可能なものにすること、整列又は結合、

制限、消去又は破壊することなど、自動的な手段であるか否かにかかわらず、個人データ又

は個人データの集合に対して行われるあらゆる作業又は一連の作業をいいます。 

 

「（データ）処理者」とは、管理者のために、個人データを処理する者をいいます。 

 

「セキュリティインシデント」とは、当社が保持する暗号化されていない個人データの不適

切又は不正な取得を誘発し、個人データのセキュリティ又は機密性を危険にさらす可能性

が高いインシデントをいいます。 

 

「再委託先」とは、当社が個人データの処理を委託する、当社の直接支配下にない他の処理

者をいいます。 

 

 

第 2 章. 当社が行う個人データの処理に関する条件 

 

1.処理の目的 

 

当社は本条件に基づき個人データを処理する場合においては、データ保護法を遵守するも

のします。当社は、本サービス契約に定められた当社の電気通信設備の利用、ヘルプデスク、

メンテナンスサービスの提供を含む本サービスの提供に必要な範囲で本サービス契約者の



指示によってのみ、個人データを処理するものとします。当社は本サービス契約者が提供す

る個人データの内容を把握しておりません。 

 

2.当社のデータ保護義務 

 

2.1 データ処理者として、当社は以下の義務を遵守します。 

 

2.1.1 本サービス契約者からの書面による指示（書面によるか電磁的方法によるかを問い

ません。）に基づいてのみ個人データを処理又は移転します。 

 

2.1.2 本サービス契約者に要求された場合においては、データ保護法に定められた本サー

ビス契約者自身が負う以下の義務を果たすために十分な支援を行います。 

 

（i）処理のセキュリティを確保するために必要な技術的組織的安全管理措置を行うこと。 

 

（ii）求められた場合においては、個人データの違反に関する当局への通知、及び個人デー

タに関係するデータ主体への通知を行うこと。 

 

（iii）データ保護影響評価を行い、当局へ報告すること。 

 

本サービス契約者は当社が上記を実施するためにかかる合理的な費用を負担するものとし

ます。 

 

2.2 当社は、従業員又は代理人又はその他個人データを処理するものが、機密を遵守し、

機密情報に関する適切な法令義務を負うことを保証します。 

 

2.3 本サービス契約における個人データの処理の性質を考慮し、当社は可能な限り適切な

技術的組織的安全管理措置により、本サービス契約者がデータ保護法における権利を行使

するデータ主体の要求にこたえるための支援を行うものとします。本サービス契約者は支

援にかかる合理的な費用を負担するものとします。 

 

3.  当社のデータセキュリティに関する義務 

 

3.1 当社は個人データの処理において、生じうるリスク（偶発的又は違法な破壊、毀損、

改ざん、転送・保管・処理される個人情報の不正な開示又はアクセス）に見合った適切な技

術的組織的対策を実施コストやサービスの本質を考慮した上で実施します。技術的組織的



対策には以下の内容を含みます。 

 

3.1.1 必要かつ適切な場合においては、個人データの仮名化及び暗号化 

 

3.1.2 現行の機密性、完全性、可用性並びに当社の電気通信設備及び本サービスの復旧を

確実にする能力。 

 

3.1.3 物理的又は技術的事故の場合においては、時宜を得た方法で可用性を復旧し、個人

データにアクセスする能力。 

 

3.1.4 取扱いの安全を確実にするため技術的組織的対策の効果を定期的に点検、審査及び

評価するプロセス。 

 

3.1.5 その他、データ保護法を順守するために必要な措置。 

 

3.2 当社は個人データに関するセキュリティインシデントを把握した場合においては、す

みやかに本サービス契約者に通知を行います。 

 

4. 契約終了時の個人データの取扱い 

 

本規約又は法令等において定めがない限り、本サービスの終了に伴い、当社が保管する個人

データを削除します。 

 

5. 個人データの UK 域外移転 

 

本章第 5条および第 6条 3項は個人データの UK域外への保管・UK 域外からのアクセスがあ

る場合に適用されます。 

 

本章第 6条に関わらず、本サービスの利用による UK個人データの UK から日本への移転は、

UK GDPR 第 45 条に基づく十分性認定に依拠して行うものとします。 

 

6. 再委託先の利用 

 

6.1 当社が個人データを取り扱う再委託先を追加することに対し、本サービス契約者は合

意するとともに、必要に応じてエンドユーザーの合意を取得します。当社はすべての再委託

先のリストを維持し、別表 2-1 で開示します。当社は新しい再委託先を追加する予定がある



場合においては、別表 2-1 に新しい再委託先との契約の有効日を示します。本サービス契約

者はリストを定期的に確認し、新しい再委託先の追加に関して異議がある場合においては、

適切な期間内（遅くともリストの最終更新日から 30 日以内）に、サービス提供に関わる新

しい再委託先が個人データの保護又は個人データ保護の要求を遵守する能力に関して、正

当な理由がある場合に異議を唱えることができます。異議が合理的な理由に基づく場合に

おいては、本サービス契約者及び当社は異議に関する解決に向けて誠意をもって協議を行

います。 

 

6.2 当社は個人データの処理に関し、個人データを処理する再委託先と書面による契約又

は UK の法律に基づいた手段を有していることを保証します。当該契約又はかかる手段は、

本条件の第 2 章に定められた処理者に課せられるデータ保護に関する義務と同等の条件を

再委託先に課すものとし、再委託先が適切な技術的組織的安全措置を講じることを保証し

ます。 

 

6.3 当社が本サービス及び本規約に基づきストレージ、ヘルプデスク、メンテナンスサー

ビス、又はその他のサービスを提供するために再委託先を利用する場合で、その再委託先が

UK が保護に関して十分なレベルの保証をしている旨を決定していない UK 域外の地域に位

置する場合、本サービス契約者（本サービス契約者自身又は管理者である本サービス契約者

の関連会社、エンドユーザ又は顧客）は、当社が個人情報保護法第 24条に準拠して UK個人

データを再委託先に取り扱わせることに合意します。 

 

7 監査と情報 

 

7.1 本サービス契約者は当社及び関連会社、又はそのいずれか一方（又は、当社及び関連

会社、又はそのいずれか一方が選んだ第三者監査人）に、当社が UK GDPR 第 28 条に定めら

れた当社の義務を遵守していることを証明するための監査を実施することを委任します。

本サービス契約者の求めに応じて、当社及び関連会社は、監査を実施したことを書面により

（当社又は第三者を通して）証明します。かかる監査は本章第 3条に定めた技術的組織的安

全措置の検査を含みます。 

 

7.2 本サービス契約者は監査に関する全ての費用を負担するものとします。 

 

7.3 当社は、本サービス契約者に代わって行った処理について以下の項目を含む記録（書

面によるか電磁的方法によるかを問いません）を保持します。 

 

7.3.1 当社と本サービス契約者の氏名および連絡先情報、（選任されている場合において



は）データ保護責任者 

 

7.3.2 （該当する場合においては）個人データの第三国への移転情報 

 

7.3.3 可能であれば、処理のセキュリティを担保するための技術的組織的安全管理措置の

概要 

 

8 損害賠償 

 

8.1 本サービス契約者は、全てのデータ保護法に準拠し、関連会社及び顧客から、本条件

に定める必要な許可及び委任（当社が本章第 6.3 条に定める再委託先と締結する標準契約

条項（処理者）に署名することを含みます）に関する権限を受けていることを保証します。 

 

8.2 当社は本章に定める義務を遂行するため合理的な努力をします。当社は本サービス契

約者が被った損害について以下の場合を除き責任を負わないものとします。 

 

(i)個人データの処理における当社の故意・重過失による場合 

 

(ii)本サービス契約者の合法的な指示に基づかない、又は反する行為によって当社がデー

タ保護法に違反した場合 

 

(iii)当社の過失による死亡もしくは身体損傷 

 

(iv)詐欺または詐欺的不実表示への責任 

 

(v)その他法令上、除外することのできない責任 

 

第 3 章 一般条項 

 

1.本サービス契約者の責任 

 

本サービス契約者が本条件又はデータ保護法に違反したことに起因して発生した第三者

（データ主体及び監督当局を含みます。）からのクレームに関しては、本サービス契約者が

責任を負うものとし、当社に対して補償し、当社が損害を被らないよう保護するものとしま

す。 

 



2.期間と契約終了 

 

本条件は本サービス提供期間と同じ期間有効です。 

 

3 準拠法 

 

3.1 本条件は日本法に準拠します。 

 

3.2 本サービス契約者及び当社は、本条件に関して生じた全ての紛争は専属的な管轄権を

有する東京地方裁判所に付すことにします。 

 

別表２－１：再委託先リスト 

・ＮＴＴドコモビジネスチェオ株式会社 

・株式会社Ｐｈｏｎｅ Ａｐｐｌｉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則（令和7年11月25日 CAS１サ000400009335-01号） 

 この規約は、令和8年1月１日から実施します。  

 




